


 

 

さいたま市規則第７１号 

   さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市税条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第６４号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（指定寄附金の指定） （指定支出金の指定） 

第１２条の２ 条例第２４条の２第１項第１号ウの

規定による指定（以下「指定寄附金の指定」とい

う。）を受けようとする公益信託（公益信託に関

する法律（令和６年法律第３０号）第２条第１項 

第１号に規定する公益信託をいう。以下同じ。） 

の受託者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 

市長に提出しなければならない。 

第１２条の２ 条例第２４条の２第１項第１号ウの

規定による特定公益信託に対する支出金の指定（ 

 以下「指定支出金の指定」という。）を受けよう

とする当該特定公益信託の受託者は、次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出しなければな

らない。 

 ⑴ 当該公益信託の名称  ⑴ 当該特定公益信託の名称 

 ⑵ 当該公益信託の委託者の氏名又は名称及び受

託者の名称 

 ⑵ 当該特定公益信託の委託者の氏名又は名称及

び受託者の名称 

 ⑶ 当該公益信託に係る事務を行う事務所の所在

地 

 ⑶ 当該特定公益信託に係る事務を行う事務所の

所在地 

 ⑷ 当該公益信託の信託目的を達成するために行

う事業の概要 

 ⑷ 当該特定公益信託の信託目的を達成するため

に行う事業の概要 

 ⑸ ［略］  ⑸ ［略］ 

２ 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

２ 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

  ⑴ 当該特定公益信託が所得税法施行令（昭和４

０年政令第９６号）第２１７条の２第３項に規

定する主務大臣の認定を受けていることが分か

る書類 

 ⑴ 当該公益信託の信託行為の内容が分かる書類  ⑵ 当該特定公益信託の信託行為の内容が分かる

書類 

 ⑵ ［略］  ⑶ ［略］ 

 ⑶ ［略］  ⑷ ［略］ 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要

と認める書類 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要

と認める書類 

３ 市長は、第１項の申出書が提出された場合にお

いて、当該申出書に係る公益信託の信託目的を達

３ 市長は、第１項の申出書が提出された場合にお

いて、当該申出書に係る特定公益信託の信託目的



 

 

成するために行う事業の地域に市の区域が含まれ

ているときは、当該公益信託に対して指定寄附金

の指定を行うものとする。 

を達成するために行う事業の地域に市の区域が含

まれているときは、当該特定公益信託に対して指

定支出金の指定を行うものとする。 

４ 市長は、指定寄附金の指定を行ったとき又は指

定寄附金の指定をしないこととしたときは、第１

項の規定により申出書を提出した公益信託の受託

者に対し、書面によりその旨を通知するものとす

る。 

４ 市長は、指定支出金の指定を行ったとき又は指

定支出金の指定をしないこととしたときは、第１

項の規定により申出書を提出した特定公益信託の

受託者に対し、書面によりその旨を通知するもの

とする。 

５ 市長は、指定寄附金の指定を行ったときは、そ

の旨を告示するものとする。 

５ 市長は、指定支出金の指定を行ったときは、そ

の旨を告示するものとする。 

６ 指定寄附金の指定に係る公益信託の受託者（以

下「指定寄附金受領受託者」という。）は、毎信

託事務年度終了後４月以内に、この規則で定める

報告書に当該信託事務年度の事業報告書及び収支

決算書並びに翌信託事務年度の事業計画書及び収

支予算書を添付して市長に提出しなければならな

い。 

６ 指定支出金の指定に係る特定公益信託の受託者

（次条において「指定支出金受領受託者」という。

 ）は、毎信託事務年度終了後４月以内に、この規

則で定める報告書に当該信託事務年度の事業報告

書及び収支決算書並びに翌信託事務年度の事業計

画書及び収支予算書を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

  

（変更事項に係る届出書の提出） （変更事項に係る届出書の提出） 

第１２条の３ 指定法人等及び指定寄附金受領受託

者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直

ちにその事実が分かる書類を添えて、この規則で

定める届出書を市長に提出しなければならない。 

第１２条の３ 指定法人等及び指定支出金受領受託

者（以下「指定寄附金受領者」という。）は、次

の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその

事実が分かる書類を添えて、この規則で定める届

出書を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 指定寄附金の指定に係る寄附金が、所得税法

第７８条第２項第４号に掲げる寄附金に該当し

なくなったとき。 

 ⑵ 指定支出金の指定に係る支出金が、所得税法

第７８条第３項の規定により特定寄附金とみな

されるものに該当しなくなったとき。 

 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

（指定の取消し） （指定の取消し） 

第１２条の４ 市長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、指定法人等の指定及び指定寄附金の

指定（以下「指定法人等の指定等」という。）を

取り消すものとする。 

第１２条の４ 市長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、指定法人等の指定及び指定支出金の

指定（以下「指定法人等の指定等」という。）を

取り消すものとする。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 指定寄附金の指定に係る寄附金が、所得税法

第７８条第２項第４号に掲げる寄附金に該当し

なくなったとき。 

 ⑵ 指定支出金の指定に係る支出金が、所得税法

第７８条第３項の規定により特定寄附金とみな

されるものに該当しなくなったとき。 

 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 

 ⑷ 指定寄附金の指定に係る公益信託が、第１２

条の２第３項の要件に該当しなくなったとき。 

 ⑷ 指定支出金の指定に係る特定公益信託が、第

１２条の２第３項の要件に該当しなくなったと

き。 

 ⑸ 指定法人等及び指定寄附金受領受託者が、偽

りその他不正の手段により指定法人等の指定等

を受けたことが明らかになったとき。 

 ⑸ 指定寄附金受領者が、偽りその他不正の手段

により指定法人等の指定等を受けたことが明ら

かになったとき。 

 ⑹ 指定法人等及び指定寄附金受領受託者が、正

当な理由なく第１２条第６項又は第１２条の２

 ⑹ 指定寄附金受領者が、正当な理由なく第１２

条第６項又は第１２条の２第６項の報告書を提



 

 

第６項の報告書を提出しなかったとき。 出しなかったとき。 

２ 市長は、前項の規定により指定法人等の指定等

を取り消したときは、指定法人等及び指定寄附金

受領受託者に対し書面により通知するとともに、

その旨を告示するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定法人等の指定等

を取り消したときは、指定寄附金受領者に対し書

面により通知するとともに、その旨を告示するも

のとする。 

  

 （軽自動車税の減免）  （軽自動車税の種別割の減免） 

第１４条 市長は、条例第９６条及び第９７条の規

定により軽自動車税を減免するときは、別表第４

の定めるところにより、その該当する範囲内にお

いて、必要に応じて減免するものとする。 

第１４条 市長は、条例第９６条及び第９７条の規

定により軽自動車税の種別割を減免するときは、

別表第４の定めるところにより、その該当する範 

囲内において、必要に応じて減免するものとする。

  

 （軽自動車税の減免に係る身体障害者の範囲）  （軽自動車税の種別割の減免に係る身体障害者の

範囲） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

  

 （軽自動車の減免に係る精神障害者の範囲）  （軽自動車税の種別割の減免に係る精神障害者の

範囲） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

  

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 １ 総則  １ 総則 

様式番号 名称 

 ［略］ 

６ 軽自動車税納税証明書（継続検

査用） 

 ［略］ 
 

様式番号 名称 

 ［略］ 

６ 軽自動車税（種別割）納税証明

書（継続検査用） 

 ［略］ 
 

 ２ 市民税  ２ 市民税 

様式番号 名称 

 ［略］ 

３９の６ 指定申出書（公益信託用） 

３９の７ 指定通知書（公益信託用） 

３９の８ 不指定決定通知書（公益信託用） 

 

３９の９ 事業報告書（公益信託用） 

 ［略］ 
 

様式番号 名称 

 ［略］ 

３９の６ 指定申出書（特定公益信託用） 

３９の７ 指定通知書（特定公益信託用） 

３９の８ 不指定決定通知書（特定公益信

託用） 

３９の９ 事業報告書（特定公益信託用） 

 ［略］ 
 

 ３ ［略］  ３ ［略］ 

 ４ 軽自動車税  ４ 軽自動車税の種別割 

様式番号 名称 

７８ 軽自動車税第二次納税義務免除

申告書 

７９ 軽自動車税第二次納税義務免除

（不免除）通知書 

８０ 軽自動車税納税通知書兼領収証

書 

８１ 軽自動車税納税通知書（口座振

替用） 

 ［略］ 

様式番号 名称 

７８ 軽自動車税（種別割）第二次納

税義務免除申告書 

７９ 軽自動車税（種別割）第二次納

税義務免除（不免除）通知書 

８０ 軽自動車税（種別割）納税通知

書兼領収証書 

８１ 軽自動車税（種別割）納税通知

書（口座振替用） 

 ［略］ 



 

 

８４ 軽自動車税減免申請書 

  

８５ 身体障害者等に係る軽自動車税

減免申請書 

８６ 軽自動車税減免決定通知書 

 

８７ 軽自動車税減免申請棄却（却下） 

通知書 

８７の２ 軽自動車税減免取消決定通知書 

 

 ［略］ 
 

８４ 軽自動車税（種別割）減免申請 

 書 

８５ 身体障害者等に係る軽自動車税

（種別割）減免申請書 

８６ 軽自動車税（種別割）減免決定

通知書 

８７ 軽自動車税（種別割）減免申請

棄却（却下）通知書 

８７の２ 軽自動車税（種別割）減免取消

決定通知書 

 ［略］ 
 

 ５～８［略］  ５～８［略］ 

  

別表第２（第１２条の５関係） 別表第２（第１２条の５関係） 

 市民税の減免  市民税の減免 

区分 減免の範囲 減免の割合 摘

要 

条例第

４７条

第１項

第１号

に該当

する場

合 

１ ［略］ 

２ 災害により

個人の市民税

の納税義務者

（その者の法

第３１４条の

２第１項第１ 

 ［略］  

［

略

］ 

 号に規定する 

政令で定める 

親族を含む。 

以下この項に 

おいて同じ。 

）の所有に係 

る住宅又は家 

財につき生じ 

た損害金額（ 

保険金、損害 

賠償金その他 

これらに類す 

るものにより 

埋められた部 

分の金額を除 

く。以下この 

表において同 

じ。）及び前 

年の法第２９ 

２条第１項第 

１３号に規定 

する合計所得 

金額（以下こ 

の表において 

「合計所得金 

額」という。 

  

区分 減免の範囲 減免の割合 摘

要 

条例第

４７条

第１項

第１号

に該当

する場

合 

１ ［略］ 

２ 災害により

個人の市民税

の納税義務者

（その者の法

第３１４条の

２第１項第１ 

 ［略］  

［

略

］ 

 号に規定する 

政令で定める 

親族を含む。 

以下この項に 

 おいて同じ。 

）の所有に係 

る住宅又は家 

財につき生じ 

た損害金額（ 

保険金、損害 

賠償金その他 

これらに類す 

るものにより 

埋められた部 

分の金額を除 

く。以下この 

表において同 

じ。）及び前 

年の法第２９ 

２条第１項第 

１３号に規定 

する合計所得 

金額（以下こ 

の表において 

「合計所得金 

額」という。 

  



 

 

）が、次の各 

号のいずれか 

 に該当すると 

認められる者 

 

 

 

 ⑴ 損害金額

がその住宅

又は家財の

価格の１０

分の５以上

（災害によ

り当該納税

義務者の所

有に係る住

宅につきこ

れと同程度

の損害を受

けたことに

ついて災害

対策基本法

（昭和３６

年法律第２

２３号）第

９０条の２

第１項に規 

定する罹
り

災 

証明書（こ 

の表及び次 

表において 

「罹災証明 

書」という。

）により確 

認すること 

ができる場 

合を含む。 

次号及び第 

３号におい 

て同じ。） 

で前年の合 

計所得金額 

が５００万 

円以下であ 

ること。 

 

 ⑵～⑹ ［略 

］ 

 

 ［略］ 
 

）が、次の各 

号のいずれか 

  に該当すると

認められる者 

 

 

 

 ⑴ 損害金額

がその住宅

又は家財の

価格の１０

分の５以上

（災害によ

り当該納税

義務者の所

有に係る住

宅につきこ

れと同程度

の損害を受

けたことに

ついて災害

対策基本法

（昭和３６

年法律第２

２３号）第

９０条の２

第１項に規 

定する罹
り

災 

証明書（第 

４号におい 

て「罹災証 

明書」とい 

う。）によ 

り確認する 

ことができ 

る場合を含 

む。次号及 

び第３号に 

  おいて同じ。

  ）で前年の

合計所得金

額が５００

万円以下で

あること。 

 

 

 ⑵～⑹ ［略 

］ 

 

 ［略］ 
 

  

別表第３（第１３条関係） 別表第３（第１３条関係） 

 固定資産税及び都市計画税の減免  固定資産税及び都市計画税の減免 

区分 減免の範囲 減免の割合 摘

要 

区分 減免の範囲 減免の割合 摘

要 



 

 

 ［略］ 

条例第

８０条

第１項

第３号

に該当

する場

合 

１・２ ［略］  ［略］  

［

略

］ 

３ 災害救助法

施行令（昭和

２２年政令第

２２５号）第

１条第１項に

規定する災害

又はその他こ

れに準じる災

害により損害

を受けた家屋

で、罹災証明

書その他これ

に類するもの

として市長が

認める書類に

よって証明さ

れる被害の程

度が次の各号

のいずれかに

該当するとき

（前項の適用

を受けるもの

を除く。）。 

 

⑴ 被害の程 

度が全壊で 

あるとき。 

全部 

⑵ 被害の程 

度が大規模 

半壊である 

とき。 

１０分の８ 

⑶ 被害の程 

度が中規模 

半壊である 

とき。 

１０分の６ 

 ⑷ 被害の程 

度が半壊で 

あるとき。 

１０分の４  

 

 ［略］ 

条例第

８０条

第１項

第３号

に該当

する場

合 

１・２ ［略］  ［略］  

［

略

］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

別表第４（第１４条関係） 別表第４（第１４条関係） 

 軽自動車税の減免  軽自動車税の種別割の減免 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

様式第６号（別表第１関係） 様式第６号（別表第１関係） 

軽自動車税納税証明書（継続検査用） 

 ［略］ 

 ［略］ 

軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用） 

 ［略］ 

 ［略］ 

  



 

 

 様式第９号（別表第１関係）（表）を次のように改める。 

  



様式第９号（別表第１関係）（表） 

 

 納付書兼領収済通知書 

 さいたま市 

 

納付書(原符) 

さいたま市 

 

領収証書 

さいたま市 

 

督 促 状 

 次の金額が未納になっておりますので、至急納

付してください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様    

 納 税 者   

 通知書番号   通知書番号  納税者  

期 別 期 別 

  
 税目   調定年度   課税年度     

税 額 

円 

税 額 

円 通知書番号   期 別   

期 C   納付書種類     
延滞金 

円 

延滞金 

円 

 
年 度 

   

 
税 目   

  合 計 

円 

合 計 

円 
 

税 額 
円   通知書番号   

期 別   

延 滞 金 
円 

納 期 限 納 期 限 税 額 円 

合 計 円 納 期 限   

    
納 期 限   納税者 納税者 

  
   

 

 

 発行日 

 

 

 

 

さいたま市長 印  

   

  領 収 日 付 印    領 収 日 付 印  
収

入

印

紙

不

要 

領 収 日 付 印 

  (さいたま市控)    (金融機関控)    (納税者控) 

 



 

 

 様式第９号の２（別表第１関係）（表）を次のように改める。 

  



様式第９号の２（別表第１関係）（表） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様  

 

 

督促状兼領収証書 

 

 

 次の金額が未納になっておりますので、至急納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  発 行 日 

 

 

 

 

 

さいたま市長          印  

 

 

 

領収証書 

納付書兼領収済通知書 

 

納税義務者 

   

年 度 処理事項   

      

事業年度 申告区分 申告連番 

から    まで   

税 額 円 

領
収
日
付
印 

  

延滞金 円 

    

  円 

合計納付額 円 

    

納期限   

 上記のとおり領収しましたので通知します。 

 さいたま市会計管理者 

(さいたま市保管)  

納付書(原符)       
 

納税義務者 

   

 

納税義務者 

   

年 度 処理事項   年 度 処理事項   

            

事業年度 申告区分 申告連番 事業年度 申告区分 申告連番 

から    まで   から    まで   

税額 円 

領
収
日
付
印 

  税額 円 

領
収
日
付
印 

  

延滞金 円 延滞金 円 

        

  円   円 

合計納付額 円 合計納付額 円 

        

納期限   納期限   

 上記のとおり領収しました。 (納税者保管)   上記のとおり領収しました。 (金融機関保管)  

 



 

 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第３９号の６（別表第１関係） 様式第３９号の６（別表第１関係） 

指定申出書（公益信託用） 

 ［略］ 

 申出者（公益信託の受託者） 

  ［略］ 

 さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号ウ

に規定する寄附金のうち市長が指定するものとして

指定を受けたいので、次のとおり申し出ます。 

 

公益信託の名称  

 ［略］ 
 

指定申出書（特定公益信託用） 

 ［略］ 

 申出者（特定公益信託の受託者） 

  ［略］ 

 さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号ウ

に規定する特例寄附金とみなされる特定公益信託に

対する支出金のうち市長が指定するものとして指定

を受けたいので、次のとおり申し出ます。 

特定公益信託の名称  

 ［略］ 
 

  

様式第３９号の７（別表第１関係） 様式第３９号の７（別表第１関係） 

指定通知書（公益信託用） 

 ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

て、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号

ウに規定する寄附金のうち市長が指定するものとし

て指定をしましたので、通知します。 

 

公益信託の名称  

 ［略］ 
 

指定通知書（特定公益信託用） 

 ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

て、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号

ウに規定する特例寄附金とみなされる特定公益信託

に対する支出金のうち市長が指定するものとして指

定をしましたので、通知します。 

特定公益信託の名称  

 ［略］ 
 

  

様式第３９号の８（別表第１関係） 様式第３９号の８（別表第１関係） 

不指定決定通知書（公益信託用） 

 ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

ては、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１

号ウに規定する寄附金のうち市長が指定するものと 

して指定をしないこととしましたので、通知します。

 

公益信託の名称  

 ［略］ 

 ［略］ 

不指定決定通知書（特定公益信託用） 

 ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

ては、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１

号ウに規定する特例寄附金とみなされる特定公益信

託に対する支出金のうち市長が指定するものとして

指定をしないこととしましたので、通知します。 

特定公益信託の名称  

 ［略］ 

 ［略］ 

  

様式第３９号の９（別表第１関係） 様式第３９号の９（別表第１関係） 

事業報告書（公益信託用） 事業報告書（特定公益信託用） 



 

 

 ［略］ 

 報告者（公益信託の受託者） 

 ［略］ 

公益信託の名称  

 ［略］ 
 

 ［略］ 

 報告者（特定公益信託の受託者） 

 ［略］ 

特定公益信託の名称  

 ［略］ 
 

  

様式第３９号の１０（別表第１関係） 様式第３９号の１０（別表第１関係） 

指定法人等の指定等に係る異動届出書 

 ［略］ 

 届出者 

 法人又は団体

（公益信託の 

受託者）の名 

称 

 

 ［略］ 

指定法人等の指定等に係る異動届出書 

 ［略］ 

 届出者 

 法人又は団体

（特定公益信 

託の受託者） 

の名称 

 

 ［略］ 

届
出
の
事
由 

 ［略］ 

□第２号 

所得税法第７

８条第２項第

４号に掲げる

寄附金に該当

しなくなった

ため 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

届
出
の
事
由 

 ［略］ 

□第２号 

所得税法第７

８条第３項の

規定により特

定寄附金とみ

なされるもの

に該当しなく

なったため 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第３９号の１１（別表第１関係） 様式第３９号の１１（別表第１関係） 

指定法人等の指定等に係る取消通知書 

 ［略］ 

法人又は団体（公益

信託の受託者）の名

称 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

指定法人等の指定等に係る取消通知書 

 ［略］ 

法人又は団体（特定

公益信託の受託者）

の名称 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

  

 様式第４１号⑵（別表第１関係）（表）を次のように改める。 

  



様式第４１号（２）（別表第１関係）（表） 

年分所得等明細 

 収入・所得・特別控除・繰越損失等               (円)   所得控除         (円)   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

            

 扶 養 親 族 等 該 当 区 分   本 人 該 当 区 分             

控
配 

老
控
配 

特
定 

老
人 

同
老
親 

一
般 

特
障 

同
特
障 

他
障 

16歳

未満 

特
親 

障害 未
成
年 

勤労

学生 

寡

婦 

ひと

り親 

              

特障 他障           

                                              

  

 



 

 

 様式第４２号⑶（別表第１関係）（表）を次のように改める。 

  



様式第４２号（３）（別表第１関係）（表） 

  
控除内訳 算出所得割額 (単位：円) 

  

  

扶 養 親 族 等 該 当 区 分  市民税 変更前 変更後 

  

  
控

配 

老
控
配 

特

定 

老

人 

同
老
親 

一

般 

特

障 

同
特
障 

他

障 

16歳

未満 

特 

親 

                  

                  

変 更 前                                        

変 更 後                                        

本 人 該 当 区 分                    

  
障害 未

成
年 

勤労

学生 
寡
婦 

ひと

り親 

     
                  

特障 他障                   

変 更 前                                    

変 更 後                                    

(単位：円) 
  

                  

(単位：円)   

  

課税標準額 変更前 変更後 

  

県民税 変更前 変更後 

  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  

 



 

 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第７８号（別表第１関係） 様式第７８号（別表第１関係） 

軽自動車税第二次納税義務免除申告書 

 ［略］ 

軽自動車税（種別割）第二次納税義務免除申告書 

 ［略］ 

  

様式第７９号（別表第１関係） 様式第７９号（別表第１関係） 

軽自動車税第二次納税義務免除（不免除）通知書 

 

 ［略］ 

  年 月 日に申告のありました軽自動車税第二

次納税義務免除については、次のとおり納付義務を 

軽自動車税（種別割）第二次納税義務免除（不免

除）通知書 

 ［略］ 

  年 月 日に申告のありました軽自動車税（種

別割）第二次納税義務免除については、次のとおり 

免除 

不免除 
とすることに決定しましたので通知します。納付義務を 

免除 

不免除 
とすることに決定しましたの 

 で通知します。 

 ［略］  ［略］ 

  

 様式第８０号（別表第１関係）（表）を次のように改める。 

  



様式第８０号（別表第１関係）（表） 

           

さいたま市 納付書兼領収済通知書 公   

加入者名 
さいたま市会計管理

者 

口 座 

記 号 

番 号 

 税 額  円 

収納機関

番 号 
 

納 付

番 号 
 

確 認

番 号 
 

納付

区分 
 

税 目  
 

通知書

番 号 
 

納 期 限  期 別  期Ｃ  

 

延 滞 金  円 
 

合 計 額  円 
 

領 収 日 付 印 

納 税 者  

 

 

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用 

 

 

取りまとめ店 

 
 

（さいたま市控

／ＣＶＳ等本部

控） 

 

 

 

 

 

     

さいたま市 

原符兼払込金受領証 
公  

口 座 記 号 

番 号 
 

加 入 者 名 
さいたま市会計管

理者 

納税者氏名 

税 目  

調 定 年 度    

通知書番号  期 別  

納付書番号  

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限  

お 問 い 

合 わ せ 先 
 

     

  領 収 日 付 印 

   

  

（金融機関控／

Ｃ Ｖ Ｓ 等 店 舗

控） 

     
 

       

年 度  軽 自 動 車 税 納 税 通 知 書 兼 領 収 証 書 公  

 

 
通 知 書 

番 号 
 

     

 税 額 円 

 延 滞 金 円 

 合 計 額 円 

 お問い合わせ先 

次のとおり決定しましたので、

本書の税額を納期限までに納

付してください。 

     

標識（車両） 

番 号 
      

最初の新規 

検査の時期 
   領 収 日 付 印  

税額（税率） 円   

 

 

納 期 限     

納 期     

     

さいたま市長 印     

       

    （納税者控）  

       
 

  

軽 自 動 車 税 納 税 証 明 書 

年度（継続検査用） 

標 識 （ 車 両 ） 番 号 

 

氏 名 （ 名 称 ） 

 

有 効 期 限 

 

  

上記については滞納がないこ

とを証明します。 

  

さいたま市長 印 

  

領 収 日 付 印  

 

標識（車両 

）欄に＊印

のあるもの

及び金融機

関の領収日

付印のない

ものは証明

書として使

用できませ

ん。 

  

（納税者控） 

  
 

 



 

 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第８０号（別表第１関係）（裏） 様式第８０号（別表第１関係）（裏） 

軽自動車税の賦課の根拠等について 

１ 賦課の根拠 

  この軽自動車税は、地方税法第４４３条及び

さいたま市市税条例第８８条の規定により、４

月１日現在の軽自動車等（原動機付自転車、軽 

 自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車 

）の所有者に課税されます。 

  なお、所有権留保付売買に係る軽自動車等に

ついては、買主を当該軽自動車等の所有者とみ

なして課税し、売主は第二次納税義務者となり

ます。 

２～４ ［略］ 

 ［略］ 
 

軽自動車税（種別割）の賦課の根拠等について 

１ 賦課の根拠 

  この軽自動車税（種別割）は、地方税法第４

４３条及びさいたま市市税条例第８８条の規定

により、４月１日現在の軽自動車等（原動機付

自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の

小型自動車）の所有者に課税されます。 

  なお、所有権留保付売買に係る軽自動車等に

ついては、買主を当該軽自動車等の所有者とみ

なして課税し、売主は第二次納税義務者となり

ます。 

２～４ ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第８１号（別表第１関係）（表） 

年度軽自動車税納税通知書（口座振替用） 

 

 ［略］ 
 

様式第８１号（別表第１関係）（表） 

年度軽自動車税（種別割）納税通知書（口座振替

用） 

 ［略］ 
 

  

様式第８１号（別表第１関係）（裏） 様式第８１号（別表第１関係）（裏） 

軽自動車税の賦課の根拠等について 

１ 賦課の根拠 

  この軽自動車税は、地方税法第４４３条及び

さいたま市市税条例第８８条の規定により、４

月１日現在の軽自動車等（原動機付自転車、軽 

 自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車 

）の所有者に課税されます。 

  なお、所有権留保付売買に係る軽自動車等に

ついては、買主を当該軽自動車等の所有者とみ

なして課税し、売主は第二次納税義務者となり

ます。 

２～４ ［略］ 
 

軽自動車税（種別割）の賦課の根拠等について 

１ 賦課の根拠 

  この軽自動車税（種別割）は、地方税法第４

４３条及びさいたま市市税条例第８８条の規定

により、４月１日現在の軽自動車等（原動機付

自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の

小型自動車）の所有者に課税されます。 

  なお、所有権留保付売買に係る軽自動車等に

ついては、買主を当該軽自動車等の所有者とみ

なして課税し、売主は第二次納税義務者となり

ます。 

２～４ ［略］ 
 

  

様式第８４号（別表第１関係） 様式第８４号（別表第１関係） 

軽自動車税減免申請書 

 ［略］ 

軽自動車税（種別割）減免申請書 

 ［略］ 



 

 

  

様式第８５号（別表第１関係） 様式第８５号（別表第１関係） 

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 

 

 ［略］ 

身体障害者等に係る軽自動車税（種別割）減免申請

書 

 ［略］ 

  

様式第８６号（別表第１関係） 様式第８６号（別表第１関係） 

 ［略］ 

軽自動車税減免決定通知書 

  年度軽自動車税の減免について、地方税法第４

５６条及びさいたま市市税条例第９６条又は第９７

条の規定により、次のとおり決定しましたので通知

します。 

 ［略］ 

 ［略］ 

軽自動車税（種別割）減免決定通知書 

  年度軽自動車税（種別割）の減免について、地

方税法第４６３条の２３及びさいたま市市税条例第

９６条又は第９７条の規定により、次のとおり決定

しましたので通知します。 

 ［略］ 

  

様式第８７号（別表第１関係） 様式第８７号（別表第１関係） 

 ［略］ 

軽自動車税減免申請棄却（却下）通知書 

  年 月 日付けの軽自動車税の減免申請につき

ましては、次のとおり棄却（却下）となりましたの

で通知します。 

 ［略］ 

 ［略］ 

軽自動車税（種別割）減免申請棄却（却下）通知書 

  年 月 日付けの軽自動車税（種別割）の減免

申請につきましては、次のとおり棄却（却下）とな

りましたので通知します。 

 ［略］ 

  

様式第８７号の２（別表第１関係） 様式第８７号の２（別表第１関係） 

 ［略］ 

軽自動車税減免取消決定通知書 

  年 月 日付けで決定しました軽自動車税の減

免につきましては、次のとおり取消しをすることに

決定しましたので通知します。 

 ［略］ 

 ［略］ 

軽自動車税（種別割）減免取消決定通知書 

  年 月 日付けで決定しました軽自動車税（種

別割）の減免につきましては、次のとおり取消しを

することに決定しましたので通知します。 

 ［略］ 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）附則第２条第２項に規定する旧

法公益信託の受託者に対するこの規則による改正後のさいたま市市税条例施行規則

（以下「改正後の規則」という。）第１２条の２から第１２条の４まで及び様式第

３９号の６から様式第３９号の１１までの規定の適用については、なお従前の例に

よる。 

３ この規則による改正後の規則様式第４１号⑵（表）及び様式第４２号⑶（表）の



 

 

規定は、令和８年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例による 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市市税条例施行規則（ 

以下「改正前の規則」という。）の規定により作成されている様式については、当 

分の間、使用することができる。 


